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教
育
委
員
会
庶
務
課
1
66
◆

1
1
6
6

就
学
援
助
制
度
を

ご
存
じ
で
す
か

経
済
的
な
理
由
か
ら
、
子
ど
も

を
小
・
中
学
校
に
通
学
さ
せ
る
こ

と
が
困
難
な
家
庭
に
対
し
、
学
用

品
費
、
給
食
費
、
修
学
旅
行
費
な

ど
を
補
助
し
ま
す
。

詳
し
く
は
、
各
学
校
ま
た
は
教

育
委
員
会
庶
務
課
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

税
務
課
1
66
◆

1
1
1
5

軽
自
動
車
な
ど
の

廃
車
、
名
義
・
住
所
変
更

手
続
き
は
お
早
め
に

軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
4
月
1

日
現
在
で
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ

て
い
る
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま

す
。
し
た
が
っ
て
、
廃
車
、
譲
渡
、

盗
難
な
ど
に
よ
り
実
際
に
車
を
所

有
し
て
い
な
く
て
も
、
所
定
の
届

出
を
し
て
お
か
な
い
と
い
つ
ま
で

も
税
金
が
か
か
り
ま
す
。

軽
自
動
車
税
は
、
月
割
り
で
計

算
し
ま
せ
ん
。
4
月
1
日
以
降
に

手
続
き
を
し
て
も
税
金
の
払
い
戻

し
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
廃
車
や

譲
渡
を
さ
れ
た
と
き
は
、
お
早
め

に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

次
に
該
当
す
る
方
は
手
続
き
を

お
忘
れ
な
く
お
願
い
し
ま
す
。

①
現
在
使
用
し
て
い
な
い
原
動
機

付
自
転
車
、
軽
自
動
車
な
ど
を

所
有
し
て
い
る
方
で
、
廃
車
手

続
き
を
済
ま
せ
て
い
な
い
方

②
転
入
・
転
出
を
し
て
も
車
の
住

所
変
更
を
し
て
い
な
い
方

③
友
人
、
知
人
に
車
を
譲
渡
し
て

も
名
義
変
更
の
手
続
き
を
し
て

い
な
い
方

※
3
月
下
旬
は
窓
口
が
大
変
混
雑

し
ま
す
の
で
、
な
る
べ
く
お
早

め
に
手
続
き
を
済
ま
せ
る
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。

◆
お
も
な
軽
自
動
車
の
税
額

原
動
機
付
自
転
車

・
総
排
気
量
が
50
㏄
以
下　

千
円

・
総
排
気
量
が
50
㏄
を
超
え
90
㏄

以
下
の
二
輪　
　
　
　

千
200
円

・
総
排
気
量
が
90
㏄
を
超
え
125
㏄

以
下
の
二
輪　
　
　
　

千
600
円

小
型
特
殊
自
動
車

・
農
耕
作
業
用　
　
　
　

千
600
円

・
そ
の
他
の
も
の　
　

4
千
700
円

軽
自
動
車

・
軽
二
輪　
　
　
　
　

2
千
400
円

・
四
輪
の
乗
用
自
家
用　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

7
千
200
円

・
四
輪
の
貨
物
自
家
用　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

4
千
円

二
輪
の
小
型
自
動
車

・
総
排
気
量
が
250
㏄
を
超
え
る
も

の　
　
　
　
　
　
　
　

4
千
円

●
普
通
自
動
車
の
登
録
検
査
お
よ

び
廃
車
、
名
義
・
住
所
変
更
の

お
問
い
合
わ
せ
は
、
豊
橋
自
動

車
検
査
登
録
事
務
所
へ
。

【
登
録
】

☎
0
5
3
2
◆

32
◆

8
8
2
1

【
検
査
】

☎
0
5
3
2
◆

32
◆

8
8
2
2

長
寿
課
1
66
◆

1
1
7
6

お
む
つ
の
必
要
証
明
書

を
発
行
し
ま
す

確
定
申
告
で
お
む
つ
代
の
医
療

費
控
除
を
受
け
る
場
合
、
医
師
が

発
行
す
る「
お
む
つ
使
用
証
明

書
」が
必
要
で
す
。
た
だ
し
、
お

む
つ
代
の
医
療
費
控
除
を
受
け
る

の
が
2
年
目
以
降
の
方
で
、
介
護

認
定
を
受
け
る
際
の
主
治
医
意
見

書
に
所
定
の
記
載
が
さ
れ
て
い
る

要
介
護
認
定
者
は
、
市
が
発
行
す

る「
お
む
つ
必
要
証
明
書
」で
申

告
で
き
ま
す
。
発
行
を
ご
希
望
の

方
は
、長
寿
課
介
護
保
険
担
当
へ
。

長
寿
課
1
66
◆

1
1
7
6

「
障
害
者
控
除
対
象
者
認

定
書
」の
交
付
申
請
を

次
の
①
ま
た
は
②
に
該
当
す
る

方
は
、
市
が
発
行
す
る「
障
害
者

控
除
対
象
者
認
定
書
」で
、
確
定

申
告
に
お
け
る
障
害
者
控
除
の
適

用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

交
付
を
ご
希
望
の
方
は
、
長
寿

課
介
護
保
険
担
当
へ
。

①
年
齢
65
歳
以
上
で
介
護
保
険
制

度
に
基
づ
く
要
介
護
認
定（
1

〜
5
）を
受
け
て
い
る
方

②
在
宅
ね
た
き
り
老
人
等
手
当
を

受
給
し
て
い
る
方

車　種 原動機付自転車（125㏄まで）
小型特殊自動車

軽自動車 二輪の小型自動車
二輪（126㏄～250㏄） 四　輪 （250㏄以上のバイク）

届出先 市役所税務課
税政担当

愛知県軽自動車協会
（豊橋分室）
10532◆34◆4601

愛知県軽自動車検査協会
（豊橋支所）
10532◆34◆3311

愛知県陸運支局豊橋自動車
検査登録事務所
10532◆32◆8821

届出に
必要な
もの

〈廃車〉
・ナンバープレート
・印鑑
〈名義変更〉
・印鑑（新・旧所有者両方）
・標識交付書

〈廃車〉
・ナンバープレート　・印鑑　・自動車検査証（軽二輪126～250㏄は軽自動車
届出済証）
〈名義変更・住所変更〉
・新所有者の住民票の写し　・自賠責保険証　・印鑑（新・旧所有者両方）
・自動車検査証（軽二輪126～250㏄は軽自動車届出済証）
※手続きは、自家用自動車組合（蒲郡警察署北 169◆5105）で代行してくれます。

名　称 と　き ところ 相談員 問合先

女
性
悩
み
ご
と
相
談

一　般 2月24日金、3月10日金
10：00～15：00 家庭児童相談室

（市役所新館2階）

愛知県
女性相談員 家庭児童

相談室
☎66◆1213子育て家庭 毎週月～金曜日

9：30～17：00
家庭児童
相談員

母子家庭等 毎週月・火・水曜日
9：30～17：00

児童課

母子自立
支援員 児童課

☎66◆1108
母子家庭就業 2月28日火、3月28日火

10：00～16：00
母子就業
相談員

育児不安 毎週月～金曜日
9：00～16：00

蒲郡市地域子育て支援センター
（みどり保育園内）

子育て支援センター職員
（主任保育士）

子育て支援
センター
☎67◆0022

お気軽にご相談ください
相談は無料。秘密厳守です。
場所●勤労福祉会館相談室
よろず相談
と　き 3月13日 月
　　　　午前10時～午後3時
相談員 民生児童委員
法律相談（予約制）
と　き 3月3日 金・17日 金 午後1時～4時
※ 予約受付： 3月3日は2月20日 月、3月17日は3月6日月

からです。
相談員 弁護士

問合先 両方ともに　☎69◆3911

蒲郡市のホームページアドレス　http://www.city.gamagori.aichi.jp/ Eメールアドレス　info@city.gamagori.lg.jp


